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研究要旨 

 本研究の目的は，発達障害の原因や疫学に関する国内外の調査・研究等の収集

と分析を行い，継続的に情報を蓄積・公表していくためのデータベースの仕組み

を提案することである。2 年間で以下の研究を行った。 

（1）疾患・障害の情報データベースに関する先行事例の実態調査（本田，野見山，

篠山）：発達障害に関する情報データベースは，国内外ともにまだ十分に整えられ

てはいないが，米国の CDC および国立がんセンターは参考になると思われた。

（2）原因に関する調査・研究の収集および分析（土屋）：自閉スペクトラム症につ

いてはある程度のエビデンスレベルの知見が出されているが，注意欠如・多動症

はエビデンスレベルが不明な知見のみであった。（3）発達障害の疫学に関する情

報の収集および分析（篠山）：わが国では乳幼児健診を拠点とした疫学調査や保険

診療情報を用いた発達障害の実態を定期的に蓄積できる可能性があることが示さ

れた。（4）成人の発達障害に関する調査・研究の収集と分析（内山）：成人期の発

達障害に関する研究は児童期に比してまだ少ないが，成人期特有の問題，特に他

の精神疾患の合併に注目する必要があることが示された。（5）国内の複数の拠点

における発達障害の定点観測システムの構築に関する研究（本田）：13 市を対象に

疫学調査を行った。うち 12 市は，共通のデザインで小学 1 年生から 6 年生までの

縦断的な疫学データの推移をみることができた。（6）学校における発達障害の支

援ニーズ把握のシステム化の方法論の検討（本田）：発達障害に関する実態調査を

毎年行っている長野県教育委員会にインタビュー調査を行った。また，全国連合

小学校長会に連絡をとり，同会の資料を入手し，分析した。（7）地域において発達

障害・知的障害の子どもの実態を定期的に把握する情報データベース構築に関す

るヒアリング調査（本田，野見山，篠山）：全国の 12 市の医療・保健・福祉・教育

担当者にヒアリング調査を行った。定期的な実態調査が支援ニーズの把握や施策

の根拠となる点で意義があるとの回答を得た一方で，業務負担や個人情報保護な

どに課題があることが示された。文部科学省がすでに毎年行っている実態調査を

活用しながら，新たな調査の枠組みを作っていくことが望ましいと思われた。

今後，国内の複数の拠点で，医療機関だけでなく学校においても通常業務統計

の一環として発達障害およびその疑いのある子どもたちの実態を把握し，信頼の

おける情報データベースを構築・維持するためには，発達障害情報・支援センター

などの中に相応の専門性のある人材と専属の部署が必要である。 
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Ａ．研究目的 

 本研究の目的は，発達障害の原因や疫学

に関する国内外の調査・研究等の収集と分

析を行い，継続的に情報を蓄積・公表してい

くためのデータベースの仕組みを提案する

ことである。 

 2018 年に国際疾病分類（ICD）が第 11 版

へ改訂され，今後わが国でも障害対策の見

直しが必要となる。そこには，国内外の調

査・研究から得られたエビデンスが反映さ

れるべきである。発達障害については，国立

障害者リハビリテーションセンター内の発

達障害情報・支援センターや国立特別支援

教育総合研究所内の発達障害教育推進セン

ターに，国内外の研究データ・統計データの

情報データベースを蓄積し，ウェブサイト

等で公開していく役割が期待されるが，ま

だ体制が十分には整っていない。 

本研究では，発達障害に関する調査・研究

を収集・分析して発達障害支援・情報センタ

ーで公表するためのデータベースを構築す

るとともに，国内の複数の拠点で継続的に

発達障害の実態を定点観測してデータを集

約する仕組みのあり方を検討した。研究代

表者の本田は，「発達障害児とその家族に対

する地域特性に応じた継続的な支援の実施

と評価」（平成 25～27 年度）1)および「発達

障害児者等の地域特性に応じた支援ニーズ

とサービス利用の実態の把握と支援内容に

関する研究」（平成 28～29 年度）2)という 2

つの厚生労働科学研究で，発達障害の有病

と支援に関する実態の全国調査を医療，保

健，福祉，教育，行政と連携して実施した。

研究会議には，発達障害情報・支援センター

職員が毎回参加した。研究分担者の内山は，

上記本田班を含む 2 つの厚生労働科学研究

で，発達障害者支援センターや精神科クリ

ニックを対象として発達障害の成人例の支

援ニーズの全国調査を行った。これらの体

制を引き継ぎ，本研究では 2 年間で以下の

調査を行った。 

 

Ｂ．研究方法 

１．疾患・障害の情報データベースに関する

先行事例の実態調査（1年目：本田，野見山，

篠山） 

 発達障害の原因や疫学に関する国内外の

研究の最新情報を継続的に収集・分析し，医

療，保健，福祉，行政，統計学などの専門的

見地から情報を整理したデータベースを恒

常的に蓄積するシステムを構築することを

念頭に，諸外国の国立機関等にすでに設置

されている発達障害に関する調査・研究デ

ータベースの実態を調査した。さらに，発達

障害以外の領域における先行事例として，

国立がん研究センターの「がん情報サービ

ス」における情報データベース構築の実態

についても調査した。 

 

２．原因に関する調査・研究の収集および分

析（1～2 年目：土屋） 

 1 年目は，データベース構築に必要な情

報を把握するために発達障害の病因を論ず

る研究の動向を 2001 年までさかのぼって

調査するとともに，発達障害の病因論につ
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いて特にどの領域にフォーカスを当てるべ

きかについての検討を行った。 

 2 年目は，自閉スペクトラム症（ASD）お

よび注意欠如・多動症（ADHD）を中心に

国内外の関連する文献を系統的に収集し，

整理した。より定量的なエビデンス抽出を

目指して，メタアナリシス研究を探索する

とともに，複数のメタアナリシス研究を総

括するアンブレラレビューを検索した。さ

らにこの結果を利用して，まだメタアナリ

シスに含まれていない最近の原著論文まで

検索対象を広げ，エビデンスを支える知見

としての適格性を検討した。 

 

３．発達障害の疫学に関する情報の収集お

よび分析（1～2 年目：篠山） 

 1 年目は，データベース構築に必要な情

報を把握するために発達障害の疫学に関す

るエビデンスのレビューを行ったうえで，

データ収集の手段について検討を行った。 

 2 年目は，長野県岡谷市で 1 歳 6 カ月児

健康診査（1 歳半健診）を受けた児を対象と

して，1 歳半健診で得られた児の特徴と小

学校就学時までの ASD の診断の有無との

関連を調べた。 

 また，保険診療情報が格納されたナショ

ナルデータベース（National Data Base，

以下 NDB）と総務省統計局による人口統計

情報をもとに，知的能力障害，ASD，ADHD

の有病率・発生率を算出できるかどうかを

検討することを目的として，2009～2019 年

度に知的能力障害，ASD，ADHD のいずれ

かと診断された患者について，NDB オープ

ンデータを用いた各診断の年度ごとの都道

府県，性，年齢階級の 3 次元集計表の作成

を厚生労働省に依頼した。 

４．成人の発達障害に関する調査・研究の収

集と分析（1～2 年目：内山） 

 1 年目は，成人の発達障害に関する調査・

研究の文献レビューを行うとともに，英国，

TEACCH およびアメリカの成人発達障害

の現状について調査を行った。さらに，地域

包括センター等の福祉機関，代表的な医療

機関へのヒアリングを行った。 

 2 年目は，これまで我が国で知見の乏し

かった正常知能の成人期の ASD の人の実

態を臨床的側面から明らかにするため，①

精神科的合併症のタイプと頻度，②QOL，

③精神科合併症や QOL と関連した要因の

検討を行った。 

 また，成人期の生活機能と健康関連 QOL

について，ASD，定型発達，統合失調症の

成人との比較を行うための質問紙調査を行

った。 

 さらに，毎日新聞社生活報道部と発達障

害当事者協会によって実施されたアンケー

ト調査について分析した。 

 

５．国内の複数の拠点における発達障害の

定点観測システムの構築に関する研究（1～

2 年目：本田） 

 平成 25～27 年度および平成 28～29 年度

に本田が研究代表者を務めた厚生労働科学

研究で発達障害の疫学調査を継続的に行っ

た自治体を中心に，医療，保健，教育，福祉，

行政の多領域連携が確保でき，疫学調査を

行う条件を備えた自治体を全国から抽出し，

試行的に同じ研究デザインによる疫学調査

を実施した。 

ほとんどの自治体では 1 年目のみ調査を

行ったが，函館市と南相馬市のみ 2 年目も

引き続き調査を行った。 
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６．学校における発達障害の支援ニーズ把

握のシステム化の方法論の検討（1年目：本

田） 

 わが国で学校における発達障害の支援ニ

ーズを把握し，医療・教育の包括的な研究・

統計情報データベースとして活用できるよ

うにするためのシステム化の方法論につい

て検討するための予備的調査を行った。 

 

７．地域において発達障害・知的障害の子ど

もの実態を定期的に把握する情報データベ

ース構築に関するヒアリング調査（2 年目：

本田・野見山・篠山） 

 政令指定都市 3 市，中核市および中核市

移行を予定している市（以下，「中核市」）4

市，それ以外の市（以下，「小規模市」）5 市

において，発達障害の医療に中心的に携わ

っている医師，または保健・福祉・教育行政

のいずれかに携わっている担当職員を対象

として，今回の調査のために作成した「発達

障害・知的障害に関する情報データベース

構築に関する調査票」を用いてヒアリング

調査を行った。 

 

（倫理面への配慮） 

 本研究は文献収集，ヒアリング，質問紙調

査および疫学調査であり，研究対象者への

侵襲的介入はない。疫学調査については，研

究代表者および各自治体の基幹施設におけ

る研究協力者は，情報収集を行うことにつ

いて信州大学医学部および各基幹施設の倫

理審査を受け，情報収集を行う医療機関に

おいてオプトアウトの手続きをとった。 

 

 

 

Ｃ．研究結果 

１．疾患・障害の情報データベースに関する

先行事例の実態調査 

障害別に見ると，ASD，ADHD，LD，言

語症，その他の障害，発達障害全体のすべて

についてページを作成していたのは，アメ

リカの疾病予防管理センター（Centers for 

Disease Control and Prevention; CDC）と

国立特別支援教育総合研究所発達障害教育

推進センターだけであった。CDC は ASD，

ADHD，トゥレット症，神経発達症全体に

ついての項で，研究や統計に関するページ

を含んでいた。それ以外の障害については，

啓発情報は掲載していたものの，研究や統

計に関するデータは掲載していなかった。 

 国立障害者リハビリテーションセンター

発達障害情報・支援センターおよび国立特

別支援教育総合研究所発達障害教育推進セ

ンターのウェブサイトでは，それぞれ厚生

労働省や文部科学省の研究助成事業等で行

われた研究成果のサイトへのリンクなどは

あったが，それ以外の研究の紹介や疫学的

な情報は掲載していなかった。 

 国立がん研究センターの一般向け情報ウ

ェブサイトである「がん情報サービス」を運

営するのはがん情報提供部である。がん情

報提供部では，がんに関連する情報や支援

プログラムの作成，活用支援，普及／均てん

化に関する活動を行っている。 

 疫学等の統計データについては「がん登

録・統計サイト」へのリンクが貼られており，

2016 年 1 月から開始されたがん登録の情

報がここで公開されていた。 
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２．原因に関する調査・研究の収集および分

析 

1 年目の調査では，自閉スペクトラム症

（ASD），注意欠如・多動症（ADHD）の病

因研究の両方に共通して，①論文の絶対数

が経年的に増えている，②従来の主役であ

った遺伝学的研究や心理学的研究から神経

科学的研究が主流になりつつある，ことを

明らかにした。これらの動向を読み解き，ま

た重要な総説を通して，以下の領域におけ

る病因論のエビデンスレベルを詳細に検討

するべきであること，またそれをデータベ

ースに収載すべきであることが明らかにな

った（①遺伝因子，②胎生期・周産期因子，

③母親の生活関連因子，④環境因子）。 

 2 年目は，Kim ら（2019）のアンブレラ

レビューに記載されたエビデンスレベルに

沿って，ASD の原因に関するメタアナリシ

スおよび原著論文，ADHD の原著論文につ

いて整理した。ASD 発症の原因候補（危険

因子）として十分なエビデンスがあるもの

は，母の高年齢，母体の妊娠高血圧症候群，

母体の過体重，胎生期抗うつ薬曝露，胎生期

アセトアミノフェン曝露，父の高年齢であ

った。一方 ADHD 発症の危険因子として一

定以上のエビデンスレベルのあるものは見

いだされなかった。 

 さらに，信ぴょう性の高いエビデンスレ

ベルの知見を一般に利用可能なデータベー

スにして公開することの意義について，

SWOT 分析を行って検討した。発達障害の

原因に関する情報を求める声は多いため，

メタアナリシスによって得られたエビデン

スリストをしかるべきウェブサイト（たと

えば，発達障害情報・支援センター）にアッ

プロードすれば，一定のニーズを充足する

ことができる。情報はアップデートが欠か

せないため，エビデンス収集を業務とする

人員を確保し，データベースを維持してい

くことが望まれる。 

 

３．発達障害の疫学に関する情報の収集お

よび分析 

1 年目の調査では，ADHD の有病率に関

して明らかな経時的な増加を示しているエ

ビデンスはないが，ASD の有病率に関して

は世界的な著しい増加を示していることが

わかった。疫学情報のデータベースでは，こ

のような経時的変化を反映するためにデー

タを定期的にアップデートすることが求め

られており，恒常的な疫学データ収集を可

能にする仕組み作りの必要性が窺われた。 

2 年目の調査のうち，長野県岡谷市の調

査では，2009 年 4 月 2 日から 2012 年 4 月

1 日の間に出生し，岡谷市で 1 歳半健診を

受けた児は 1,067 名（男児 517 名，女児 550

名）であった。そのうち 33 名（男児 22 名，

女児 11 名）が就学時までに ASD の診断を

受けていた。 

 NDB オープンデータを用いた知的能力

障害，ASD，ADHD に対する年度ごとの都

道府県，性，年齢階級の 3 次元集計表の作

成については，レセプト情報等の提供に関

する申出は承諾されており，データの提供

は 2020 年 9 月頃を予定している。 

乳幼児健康診査と医療機関のデータを用

いる調査では，調査地域における正確な有

病率および発生率の算出やリスク因子の同

定が可能である反面，既存の情報をデータ

ベース化するためのシステム作りが必要で

ある。保険診療情報を用いる疫学調査では，

簡便に全国規模の有病率調査が実施できる
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可能性がある反面，診断名の不正確さ，居住

地情報の欠如，海外流出，国内流入の未把握，

患者 ID の不確定など，データベースの限界

を踏まえた上での解釈が必要であると考え

られた。 

 

４．成人の発達障害に関する調査・研究の収

集と分析 

1 年目の調査では，成人の発達障害に関

する調査・研究の文献レビューにより，①地

域をベースにした成人発達障害の疫学調査

は海外においても少ないこと，② 精神科

病院や司法施設における疫学調査が重視さ

れていること，③精神科合併症についての

議論が増大していること，④老年期の発達

障害について関心が高まっていることなど

が明らかになった。              

 地域の高齢者を中心とした福祉相談の最

寄りの窓口として全国に設置されている地

域包括支援センターにおいて，少ないなが

ら発達障害者の相談事例があることがイン

タビューから確認された。 

 2 年目の調査では，知的障害のない ASD

の成人 131 名に M.I.N.I 精神疾患簡易構造

化面接を行い，77 名の合併診断があり，不

安障害群，抑うつ障害群が多かった。最も頻

度が高かったのは全般性不安障害であった。

現在の QOL は FIQ，PARS 現在得点との

相関は認められず，過去の逆境体験、レジリ

エンスと相関があった。M.I.N.I 診断数は自

閉症特性の強さより合併する ADHD 特性、

過去の逆境体験やレジリエントな体験と相

関していた。男性の方が QOL の平均値が高

く，女性の方が併存疾患数や ACE が有意に

高かった。総じて女性の QOL のほうが低か

った。 

 定型発達および統合失調症の成人との比

較では，ASD および統合失調症の成人の健

康関連 QOL は日本の国民標準値より低く，

ASD の成人は統合失調症の成人よりも「社

会生活機能」が有意に低かった。ICF を用

いて測定した生活機能は，ASD および統合

失調症では定型発達の成人より生活のしづ

らさを抱えていた。 

 毎日新聞社生活報道部と発達障害当事者

協会による調査では，定型発達の人に比べ

て ASD や ADHD の成人では精神疾患など

が高頻度で合併しており，診断では ASD と

ADHD の合併群が，性別では女性の方が精

神疾患や身体疾患を合併する割合が高かっ

た。 

 

５．国内の複数の拠点における発達障害の

定点観測システムの構築に関する研究 

横浜市，福岡市，豊田市，函館市，松本市，

いわき市，糸島市，多治見市，瑞浪市，山梨

市，南相馬市，会津若松市において，平成 18

年 4 月 2 日～平成 19 年 4 月 1 日生まれの

子どもたちを対象とした発達障害の疫学調

査を行った。このコホートについては，平成

25～27 年度および平成 28～29 年度に本田

が研究代表者を務めた厚生労働科学研究で

発達障害の疫学調査を継続的に行い，小学

1 年生から 6 年生までの縦断的な疫学デー

タの推移をみることができた。その他，名古

屋市において新たな調査を行った。 

 

６．学校における発達障害の支援ニーズ把

握のシステム化の方法論の検討 

長野県教育委員会が定期的に行っている

発達障害に関する実態調査の概要について

インタビュー調査を行った。 
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 また，現在の学校現場で発達障害がどの

程度問題とされているかを把握するため，

全国連合小学校長会に連絡をとり，同会の

資料を入手し，分析した。 

 

７．地域において発達障害・知的障害の子ど

もの実態を定期的に把握する情報データベ

ース構築に関するヒアリング調査 

ヒアリング調査から，医師および自治体

の医療・保健・福祉・教育の担当者は，定期

的に自治体における発達障害の実態を観測

してデータを集約する仕組みを構築するこ

とについて，支援ニーズを把握して施策の

根拠とする意義があると考えていることが

わかった。 

 一方で，共通の基準を用いた標準的な実

態把握の手法の開発，個人情報保護，本人お

よび保護者への説明などの課題があること

が示された。 

 特に人口の多い地域では発達障害を診療

する医療機関が多くあることから，医療機

関と行政が連携して実態を把握する体制整

備が必要となる。 

 文部科学省ではすでに特別支援教育およ

び通級による指導の実態調査を行っている。

これを活用するとともに，通常学級に在籍

する発達障害の児童・生徒および未診断だ

が配慮を要する児童・生徒までを含めた実

態調査へと拡大していくことが望まれる。 

 

Ｄ．考察 

先行事例の調査から，発達障害に関する

最新の研究や統計情報とリンクさせている

情報データベースはまだ少ないが，アメリ

カの CDC のウェブサイトは先行事例とし

て参考にすべきと思われた。CDC では，

ADHD，ASD，Developmental Disorders，

Tourette Syndrome に関するページのなか

に国内外の調査・研究の情報を集約すると

ともに，米国内の複数の拠点で継続的に定

点観測された有病率等のデータを掲載し，

定期的にアップデートしていた。これは，発

達障害の一般啓発だけでなく，研究および

施策に活用しやすい環境を提供するものと

して，評価できる。 

 一方，がんに関しては，国立がん研究セン

ターの情報ウェブサイトは，国内のがん登

録制度とリンクして集約された情報データ

ベースをほぼリアルタイムに「がん情報サ

ービス」で提供し，一般啓発だけでなく研究

や施策にも活用できるよう公開していた。

その仕組みが稼働する背景として，「がん情

報提供部」といった部署と人員の配置があ

ると思われた。 

 研究のレビューでは，ASD, ADHD の両

方におおむね共通した研究動向がみえた。

すなわち，論文の絶対数が経年的に増えて

いること，従来の主役であった遺伝学的研

究や心理学的研究から神経科学的研究が主

流になりつつあることである。ASD の危険

因子を探る研究は世界的にかなり進められ

ており，かつ刻々と新しいエビデンスが出

されている。なかには，「自閉症ワクチン説」

のように，出されたり否定されたりを繰り

返しているものもある。一方，ADHD の危

険因子については，メタアナリシスはまだ

なく，単発の原著論文が蓄積されている段

階であり，エビデンスは不足している。 

今後，エビデンスリストを作成するだけ

でなく，それを定期的に更新しながら，誤解

なく正しい知識を普及させる努力が必要で

ある。そのためには，最新の文献を収集し，
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メタアナリシスを行い，エビデンスリスト

を作成し，それを定期的に更新するという

作業を行うマンパワーが必要となる。 

 疫学研究のレビューでは，ADHD の有病

率は明らかな経時的な増加を認めていない

のに対し，ASD の有病率は著しい増加がみ

られていることが明らかとなった。経時的

変化を反映するためのデータの定期的なア

ップデートの必要性が示唆された。 

国際的な文献の収集だけでなく，わが国

の現場から出されたデータを蓄積してデー

タベース化する作業も必要である。わが国

では乳幼児健康診査を起点とした研究計画

を立てることで，発達障害の疫学調査が可

能である。また，篠山は，保険診療情報をも

とにした発達障害の集計が可能であること

を示した。レセプト情報がどの程度エビデ

ンスとして価値があるのかは検討の余地が

あるものの，全国で悉皆的かつ継続的に得

られる情報であるため，発達障害に対する

医療の一側面を示した情報データベースと

なることは期待してよいであろう。 

 成人期の ASD および ADHD の支援のあ

り方として，障害の中核症状に限らず，生活

全般の支援が必要であること，身体健康の

管理の支援が必要であることが示唆された。

このことから，今後の発達障害臨床は知的

障害の有無に係わらず，認知発達のアンバ

ランスや遅れを伴う人々の幼児期から老年

期までのニーズに適合した，これまで以上

に多領域の専門家が共同で取り組む臨床実

践や研究の蓄積が必要であると示唆された。 

成人期では他の精神疾患の合併が問題と

なることが多く，なかでも不安障害群と抑

うつ障害群が多い。さらに現在の QOL が知

的水準や自閉症特性の強さよりも併存する

ADHD 特性，過去の逆境体験やレジリエン

トな体験と関連していることが示された。

こうした知見が今後積み重ねられていき，

一定のエビデンスレベルに達することが望

まれる。 

 平成 25～27 年度および平成 28～29 年度

に本田が研究代表者を務めた厚生労働科学

研究で行っていた発達障害の疫学調査を今

回も継続したことによって，複数の地域で

特定の学年のコホートについて小学 1 年生

から 6 年生まで継続的，定期的に有病率，

発生率の推移を調べることができた。医療

機関と学校とで同時に同じコホートを縦断

的に調査するという研究デザインは，国際

的にも類を見ない貴重なものである。これ

までは，厚生労働科学研究の研究班という

形で実施していたが，今後はこれを複数の

自治体で医療情報，学校情報ともに通常業

務統計の一環として集計し，個人情報を排

した形で集約した情報データベース構築の

システムをつくることの可能性について検

討していく必要がある。 

そこで，上記の調査を行った自治体の医

療・保健・福祉・教育の担当者を対象として

2 年目にヒアリング調査を行ったところ，

定期的な実態調査を行うことには意義があ

るとの回答をすべての自治体から得た。こ

れらの地域をまずは起点として，調査範囲

を拡大していく方法もあると思われる。一

方で，これを通常業務の一環として行うた

めにはいくつかの課題があることも明らか

となった。それらは診断や評価の基準の統

一，業務負担，個人情報保護，当事者の了解

の問題などである。 

 教育に関する調査からは，発達障害のあ

る子どもおよびその疑いのある子どもの実
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態の把握を学校で定期的に行うことが，わ

が国の発達障害対策においてきわめて重要

であることが示唆された。文部科学省では，

特別支援学校および特別支援学級に在籍す

る児童・生徒および通級指導を受けている

児童・生徒の実態について，毎年全国の自治

体のデータを集約し，公表している。上述の

医療における保険診療情報のデータと併せ

て，すでにあるデータベースの活用を考え

る必要があると思われる。通常学級に在籍

する発達障害の児童・生徒や，診断の有無が

未確認ながら配慮を要すると思われる児

童・生徒についても併せて実態を把握でき

るよう，文部科学省の調査のやり方を更新

していくと，より精度の高い情報データベ

ースとなると思われる。行政の通常業務の

一環として定期的に実態調査を行う体制が，

今後全国の都道府県で整備されることが望

まれる。 

信頼のおけるデータ収集を可能とするた

めには，精度の高い健診技術，専門性の高い

医療と特別支援教育が地域で保証される必

要がある。そして，こうした情報データベー

スを作り，維持するためには，相応のマンパ

ワーと専門の部署が必要である。国内でい

えば，がんにおける国立がん研究センター

のがん情報提供部の組織と人員体制などは

参考になると思われる。 

 

Ｅ．結論 

  発達障害に関する情報データベース

は，国内外ともにまだ十分に整えられて

はいないが，アメリカのCDCおよび国立

がんセンターの先行事例は参考になると

思われた。 

 収集すべき研究については，近年論文の

絶対数が増えている。ASD については，あ

る程度のエビデンスレベルの知見が出され

ているが，ADHD はエビデンスレベルが不

明な知見のみである。 

疫学では，ASD の有病率データが上昇傾

向にあり，定期的なアップデートが必要で

ある。わが国では乳幼児健診を拠点とした

疫学調査や保険診療情報を用いた発達障害

の実態を定期的に蓄積できる可能性がある

ことが示された。 

 成人期の発達障害に関する研究は児童期

に比してまだ少ないが，成人期特有の問題，

なかでも他の精神疾患の合併に注目する必

要がある。 

定期的な実態調査は支援ニーズの把握や

施策の根拠となる点で意義があると思われ

るが，業務負担や個人情報保護などに課題

がある。教育については，文部科学省がすで

に毎年行っている実態調査を活用し，今後

は通常学級在籍の児童・生徒等にも拡大し

た調査の枠組みを作っていくことが望まし

いと思われた。 

 今後，国内の複数の拠点で定期的に発達

障害の統計データをモニターする体制を

つくっていくことが求められる。その際に

は，医療機関だけでなく学校においても通

常業務統計の一環として発達障害および

その疑いのある子どもたちの実態を把握

し，データを蓄積できる体制づくりが必要

である。信頼のおける情報データベースを

構築し，維持するためには，国立がん研究

センターのがん情報提供部のように相応

の専門性のある人材と専属の部署が必要

である。 
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